
第一地区自治会連合会会則 

第１条（名称） 

    本会は、沼津市第一地区自治会連合会と称し、第一地区内全自治会をもって 

    組織する。 

第２条（事務所） 

    本会の事務局は沼津市第一地区センター内に置く。 

第3条（目的） 

    本会は、第一地区内の自治会に共通する問題について、連絡、協議、協調し    

    て住民福祉の向上及び地域の振興を図ることを目的とする。 

第４条（役員） 

    本会に次の役員を置く。 

    会長1名  副会長若干名  事務局長1名  会計1名  監事2名 

第5条（役員の選任） 

    １．役員の選任は次による。 

    ２．会長は、各自治会長及び自治会長経験者から推薦し選出するものとする。 

    ３．副会長及び監事は、各自治会長の中から会長が推薦し、会の承認を得る。 

    ４．事務局長及び会計は、各自治会長及び自治会長経験者から会長が推薦し、会の承認を得る。 

第6条（役員の任期） 

    １．会長の任期は１期2年とし、原則として２期までとする。 

    ２．補欠者の任期は、前任者の残任期とする。 

    ３．役員は特別の事由がある場合を除き、任務満了後も後任者が決定するま   

      でその職務を行なうものとする。 

第7条（役員の職務） 

    １．会長は、会務を総括し会議を招集する。 

    ２．副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代理する。 

    ３．会計は、会計事務を総括する。 

    ４．監事は、会務及び会計を監査する。 

第8条（会議） 

    本会の会議は定例会と臨時会とし、定例会は毎月1回、臨時会は会長が必要 

    と認めたときに開催する。 

第9条（顧問・相談役） 

    本会に、顧問及び相談役を置くことができる。 

    顧問及び相談役は、自治会長の推挙により、会長が委嘱する。 

第10条（経費） 

    １．本会の経費は、自治会分担金及びその他の収入をもって充てる。 

    ２．会長、事務局長、会計、事務員に適正な範囲で謝金を支給する。 

第11条（事業年度） 

    本会の会計年度は、毎年４月1日から3月31日迄とする。 

第12条（規定外処理事項） 

    本会則を定めないこと、又は、会則を変更する必要が生じた時は会議の議決  

    を経るものとする。 

 （付則）この会則は平成 ４年4月  1日から施行する。 

     この会則は平成10年3月12日一部改定施行する。 

     この会則は平成14年5月   一部改定   

     この会則は平成18年3月 3日一部改定施行する。（第4条の改定） 

     この会則は平成22年4月 8日一部改定施行する。（第2条・４条・5条の改定） 

     この会則は平成23年3月18日一部改定24年度より施行する。（第6条の改定） 

この会則は平成26年1月7日一部改定施行する。（第5条の改定） 

この会則は平成26年5月2日一部改定施行する。（第10条の改定） 


